
名

，位

面

区

1或

の

整

令市

I~司

y?じv 

及

び

-保

全

の

方

主卜

ニド高問者日下庁言:"1-IID土也 区 晋卜f.ill7の ま夫 ヌE

〈ネ高 |淘 ?庁記1モヌ芭〉

都市計図城西三丁目地区地区計画を次のよ うに決定す る。

客五 )J'&'凶}丁 白地区地 区計画

笹 福i出j市早良区城西一丁 目、一丁目の各一部

積 主ワ 2. 8 ha 

、
福岡市西部の『副都心』とし て位置づけられた「丙

新 ・藤崎地区Jには、大型百貨底や商j古街を中心とし

て商業・業務施設の高度な集積が進行している。
r 

副都心に隣接した立地特 性を持つ 当地区には、副都

心の機能拡大に伴う商業・業務施設の集積が相当進行

地区計四の目標 してお り、 今後 も商業， 業務を主体 とした機能の集積

が更に 見込まれる。

この ため、土地の合理的かつ健全 な高度利用を促進

すると ともに、健全な商業 ・業務施設の誘導を図り、

良好な市街地環境の形成を行う こと を目 標 とする 。

土地利用の方針 副都心に隣接した立地特性を生かし、 健全な商業 ・

業務施設等の集積を図る。

迷築物等の 土地の合理的な高度利用を図るため、建築物の延べ

整備の方針 町積の敷地面積に対す る割合の最高限度を定め、 狭小

敷地の共 同化を促進するc

建建築物の 敷地面積が 200ぱ未満の建築物 にあ って は、 10分

築 |延べ面積 の 20とする。
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「地区計聞及び地区整備計画の 区域は計画図表示の とおり 」

理 由

副都心 「西新・藤111奇地区JIこ隣接した立地特性を持つ当地区は、 副都心の機能拡

大に伴 う商業・業務施設の集積地区であり 、今後 も問機能の集積が更に見込 まれるc

この ため、今後予想される開発等を計画的かつ適正に誘導し、良好な市街地形成を

行う ことを自的として 、本案のとおり 決定する ものであ る。
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